
業務名：地域防災力向上業務（滝川河川事務所）

特定企業 法人等 特定非営利活動法人まち・川づくりサポートセンター

住 所 北海道滝川市本町１丁目６番３０号

代表者 理事長 篠島恵里子

決定日：令和8年3月19日

審査
対象

項 目 配 点
特定非営利活動法人まち・
川づくりサポートセンター

活動実績 ①委託内容を実行できる実績であるか。 【２０点】 20

継 続 性 ②過去から継続した実績であるか。 【１５点】 15

公 共 性 ③活動実績に公共性が認められる。 【１５点】 15

【２５点】 25

【２５点】 25

満点 103点 100

・上記「一 継続性」、「二 公共性」、「三 実効性」及び「四 ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標の適合状況」の各項目に

ついて採点を行う。

・「一 継続性」、「二 公共性」及び「三 実効性」の項目のいずれかで０点となった場合には、資格要件を満たさないものとする。

・「一 継続性」、「二 公共性」及び「三 実効性」の項目の配点は、「適確 ２５、２０又は１５点」又は「不適確 ０点」とする。

河川法第99条に基づく委託に関する実施結果の公表について

北海道開発局札幌開発建設部

令和8年3月19日

0

確 認 内 容

活
動
実
績

一 継続性

近年おおむね５年間にわたり、河川管理に資する非営利活動を継続的に行っているこ
と。
【配点：３５点】

二 公共性

一の非営利活動が、河川管理者から後援された活動、河川管理者と共同で実施した活動
その他河川管理者との協力関係が認められる活動であること。
【配点：１５点】

青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定（ユースエール認定企
業）

取得している場合は加点する ２点

②過去の活動実績等を勘案し、活動実施計画に妥当性がある。

活
動
実
施
体
制

三 実効性 ①過去の実施体制等を勘案し、活動実施計画の適正かつ円滑な実
施に必要な体制が確保されている。

ワ
ー

ク
・
ラ
イ
フ
・
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ラ
ン
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等
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進
に
関
す
る
指
標

四 ワー
ク・ライ
フ・バラン
ス等の推進
に関する指
標の適合状
況

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等（える
ぼし・プラチナえるぼし認定企業、一般事業主行動計画策定企業）

過去の活動実績を踏まえ、活動実施計画の実効性が認められること。
【配点：５０点】

【①３点】

【②２点】

【③１.５
点】

【④１点】

【⑤０.５
点】

（ワークライ
フバランス等
の推進につい
て認定されて
いる場合、優
位に評価する
が、複数の認
定等に該当す
る場合には、
最も配点が高
い区分により
加点を行う。
また、該当が
ない場合は加
点の対象とは
ならない。）

①プラチナえるぼしの認定を取得している場合
②えるぼし３段階目の認定を取得している場合
③えるぼし２段階目の認定を取得している場合
④えるぼし１段階目の認定を取得している場合
⑤行動計画

①３点

②２点

③1.5
点

④１点

⑤0.5
点

次世代育成支援対策推進法に基づく認定（くるみん・トライくるみん・
プラチナくるみん認定企業）

①プラチナくるみんの認定を取得している場合
②くるみん（令和７年４月１日以後の基準）の認定を取得してい
る場合
③くるみん（令和４年４月１日～令和７年３月31日までの基準）
の認定を取得している場合
④トライくるみん（令和７年４月１日以後の基準）の認定を取得
している場合
⑤くるみん（平成29年４月１日～令和４年３月31日までの基準）
の認定を取得している場合
⑥トライくるみん（令和４年４月１日～令和７年３月31日までの
基準）の認定を取得している場合
⑦くるみん（平成29年３月31日までの基準）
⑧行動計画（令和７年４月１日以後の基準）

①２点
②1.8
点
③1.5
点
④1.5
点
⑤1.5
点
⑥1.5
点
⑦１点
⑧0.5
点


